
商工労働局 産業人材課

令和5年度

支援制度合同説明会資料

１ リスキリング推進企業応援プロジェクト

２ イノベーション人材等育成事業補助金

３ 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点



商工労働局 産業人材課

令和5年度

支援制度合同説明会資料

１ リスキリング推進企業応援プロジェクト

２ イノベーション人材等育成事業補助金

３ 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点



2/Hiroshima Prefectural Government

県の制度①：リスキリング推進宣言制度

❚目的・概要

県内企業等が，社内だけではなく，対外的にもリスキリング（人材育成）に取り組む

ことを宣言することで，県内でのリスキリング推進の機運の向上を図る。

❚メリット

・企業イメージの向上

・県ＨＰ等への掲載による認知度の向上

・ＩＴパスポート取得支援補助金の受験料補助の要件

❚宣言方法

①リスキリング推進宣言書を作成

②企業等のホームページや代表者個人のSNS等に掲載

③県に申請書を提出

《リスキリング推進宣言書 》

《県HP 》
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県の制度①：リスキリング推進宣言制度

❚宣言内容

県内企業等が取り組む内容を「宣言書」に自由に記載。

Q&A，実施要領，宣言書のフォーマット等は県HPをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/reskilling-sengen-seido.html

宣言内容の例

・ ○○と○○を導入して働き方改革を進め，社員の学ぶ時間を確保します。

・ 受験料支援制度と資格手当制度を創設し，○○年までに全従業員が○○

資格を取得できるようサポートします。

・ 自己啓発制度を創設し，年間○円まで学習費用を支援します。

・ 社内公募制を導入し，従業員が学んだことを発揮するチャレンジを後押

しします。
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県の制度②：ＩＴパスポート取得支援補助金

❚補助対象者

以下の要件を全て満たす企業・団体 ✖個人での申請は不可

（要件）・県内に本社や支社等を有すること（県内勤務の方が対象）

・法人税法上の普通法人又は協同組合等。若しくは

これらが加入する産業支援団体等であること。

【R5改正】情報処理関係の企業等を対象に追加（予定）

❚対象経費・補助限度額

▬ 講座受講料補助

対象経費：県内企業等が従業員等の登録講座受講のために支払った講座受講料

対象者･金額：登録講座を受講し試験に合格した役員（大企業除く）及び従業員

最大20,000円/人（大企業は最大10,000円/人）
▬ 試験受験料補助

対象経費：県内企業等が従業員等の試験受験のために支払った受験料

対象者･金額：試験に合格した役員（大企業除く）及び従業員 6,800円/人

（補助要件）冒頭の条件に加えて，リスキリング推進宣言企業であること

Q&A，補助金交付要綱，申請様式等は県HPをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/reskilling-ipasshojokin.html
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（参考）ＩＴパスポート試験の概要

❚概要

▬ 経済産業大臣が行う情報処理技術者試験の一つ（国家試験）

▬ 情報系の国家試験のうち最も初歩的な試験で，2009年度創設

▬ＩＴを利活用するすべての社会人が備えるべき，基礎的な知識の保有を証明できる

（例）

・ＩＴ（セキュリティ，ネットワークなど）の知識

・新しい技術（ＡＩ，ビッグデータ，ＩｏＴなど）の知識

・プロジェクトマネジメントの知識

・経営全般（経営戦略，財務，法務など）の知識

❚企業での活用事例

・ デジタル化への対応力を高めるために，全社員を対象にＩＴパスポートの取得を

支援（資格取得奨励制度への追加，受験料補助，合格者への報奨金支給など）

・ 新入社員に対し，入社前又は入社１年目までの試験合格を推奨

・ 求人募集の「保有していることが望ましい資格」にＩＴパスポートを追加

ＩＴパスポート試験については
公式ＨPもご確認ください。

《出典》独立行政法人情報処理推進機構ＨＰ
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県の制度③：人材開発支援助成金活用支援補助金

❚補助対象者

以下の要件及び人材開発支援助成金制度の対象要件を満たす企業・団体

（要件）・県内に本社や支社等を有すること。

・法人税法上の普通法人又は協同組合等。

若しくは，これらが加入する産業支援団体等であること。

❚対象経費

人材開発支援助成金（人への投資促進・事業展開等リスキリング支援コース）活用の際，

事業内計画提出と支給申請の業務の外部委託で，社会保険労務士に支払った報酬のうち，

・広島労働局へ申請する申請書類及び添付資料等の作成に要する経費

・広島労働局への代行申請に要する経費

❚補助率・補助限度額

【リスキリング推進宣言企業】 【その他の企業】

補助率：4/5，補助限度額：50万円 補助率：1/2，補助限度額：25万円

Q&A，補助金交付要綱，申請様式等は後日，県HPに公開予定です。

【R５新規】
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（参考）人材開発支援助成金の概要

❚概要

事業主等が雇用する労働者に対して，職務に関連した専門的な知識及び技能を習得

させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に，訓練経費や訓練期間中の

賃金の一部等を助成する，厚生労働省所管の制度です。

❚最近の制度改正

令和４年 ４月１日 「人への投資促進コース」新設

～定額制訓練（サブスクリプション型），デジタル人材・高度人材

を育成する訓練，IT未経験者の即戦力化のための訓練等が対象に

令和４年１２月４日 「事業展開等リスキリング支援コース」新設

～新規事業の立ち上げやデジタル化などに伴い，新たな分野で必要

となる知識及び技能を習得させるための訓練が対象に

Webページ作成，データ分析，プログラミング等の習得など，

デジタル化に求められる人材の育成を支援するコースが充実！
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イノベーション人材等育成事業補助金

➢ 広島県では，県内産業の持続的発展に不可欠なイノベーションを実現するための人材
育成を支援しています。

➢ 県内に本社・本店を置く中小・中堅企業を対象に，社員を国内外の大学や企業，
研修機関などへ派遣して， 『新たな価値を生み出す知識・技術を習得する』
取り組みに対して助成を行っています。

マネジメント知識
（MBA）習得による新規
事業展開

高度ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ知識とともに，
経営革新や新規事業論な
どを習得し，新規事業展
開にまい進中！

電気工事業

大学にて

知識習得

高度な技術の応用

高度な印刷技術を習得し，
その技術を応用した
次世代太陽電池製造装置
の開発に着手！

印刷機械メーカー

大学にて

技術習得

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ知識・技術の活用

高速・高精度なﾗﾝﾀﾞﾑﾋﾟｯｷ
ﾝｸﾞ開発のための知識・技
術を習得し，社内の生産ﾗ
ｲﾝをﾛﾎﾞｯﾄ化！

自動車部品メーカー

企業との

共同研究

新しい観点からの製品開発

最先端のﾒｲｸｱｯﾌﾟとｽｷﾝｹｱの
理論と技術を習得し，今まで
にない化粧筆を開発！

化粧筆メーカー

研修機関

での研修

社員の育成に必要な経費を支援
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類型 研修（研究）等派遣期間の要件 補助率 補助上限額

長期滞在型
研修

学位取得のための大学院派遣で、12か月以上の派遣先での滞在に
よる研修又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣で、12か月
以上の派遣先での滞在による研修

一般枠：2／3以内
デジタル人材育成枠：

3/4以内
400万円

長期通い型
研修

学位取得のための大学院派遣で、12か月以上の派遣元からの通い
による研修又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣で、12か
月（延べ300時間）以上の派遣元からの通いによる研修

一般枠：2／3以内
デジタル人材育成枠：

3/4以内
200万円

その他研修

15日（延べ75時間）以上の知識・技術習得のための研修（経営
系研修を除く。）

一般枠：１／２以内

100万円
デジタル技術やデータ活用の知識・技術を取得のための事業派遣研
修

デジタル人材育成枠：
２/３以内

〇 補助対象事業者
今後成長が見込まれる産業分野への事業展開や新たな価値創出による競争力強化に意欲的な

県内に本社または本店を置く中小・中堅企業
〇 補助対象経費

入学料、受講料、旅費等（研修等派遣中の社員人件費，代替社員の賃金）等

令和５年度，「デジタル人材育成枠」を創設
AIやIoT，ロボット化などDXを推進する研修について補助率をUP（2/3→3/4）

イノベーション人材等育成事業補助金
概要
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産業人材課
人材育成グループ
リスキリング支援グループ
広島県プロフェッショナル人材戦略拠点（2022年度メンバー）
・拠点長 黒 沢 幸 治（元マツダ株式会社 取締役専務執行役員）
・サブマネージャー 木 村 進 一（広島銀行 支店長経験者）
・サブマネージャー 福 徳 泰 秀（広島銀行 IT統括部長経験者）
・参 事 高 原 恵 子（広島信用金庫 支店長・人事部室長経験者）
・県職員 船 石 博 義（県産業人材課 参事）

重 岡 恵理奈（県産業人材課 主査）
・サポート 元 長 宏（マツダ株式会社出身）

広島県プロフェッショナル人材戦略拠点とは？
国の地方創生事業の一環として，2015年１０月に広島県庁内に設置

拠点の目的は？
・優れた経験値を持つ大都市圏等の人材の地域への還流を促進
・企業の成長／「しごと」と「ひと」の好循環を生み出し，地域を活性化すること

実施体制

広 島 県

商工労働局
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拠点の活動

STEP１

経営者と面談

経営課題の確認，
人材ニーズの抽出

STEP２

最適な外部人材の
活用を提案

①正規雇用 ②兼業人材 ③副業人材

STEP３

県の登録人材紹介会社，
その他適切な機関に

取りつなぎ

⇒公的機関として，いつでも・どこでも・人材ニーズが
具体化していない段階でも相談可能
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令和５年度
中小企業等プロフェッショナル人材確保支援事業補助金

１ プロフェッショナル人材を常勤雇用する場合の補助金

県の登録人材紹介会社に支払う人材紹介手数料（成功報酬部分）を

上限100万円（補助率1/2）まで補助

２ 副業・兼業人材活用の場合の補助金
業務委託費の一部を上限５０万円まで補助

【主な補助要件】

・ 直近の就業先が「県外に本社もしくは本店を置く法人」，

「県内に本社もしくは本店を置く大企業」または「国」

・ 採用者の採用時の年間報酬が概ね６００万円以上の人材

【主な補助要件】

・ 県の登録人材紹介会社と締結した業務委託契約に基づく委託料で

①１名当たりの委託料の額が１５０万円以上 かつ

②１名当たりの委託期間が３か月以上のもの
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正規雇用 採用事例

業 種 製造業（船舶修理、内航海運、マリーナ事業）

取 組 内 容 「船舶修繕業」から「安定航行供給業」への進化を推進

経 営 課 題 内航船業界の船員不足や船舶管理などの技術者不足の深刻化

採 用 人 材 自動車部品メーカーの生産管理部門，海外現地法人役員を歴任

ミッション 自動車業界ノウハウを船舶業界に注入し、イノベーションを起こす

効 果

執行役員として，受注仕様書の標準化、生産管理・進捗管理の仕組を整備し、「修繕
計画システム」を構築し，
社内のあらゆる作業データを収集するとともに、蓄積したビッグデータを分析するな
ど、DXの活用によって明確な生産計画を立案。入社５年で代表取締役社長に就任。

副業・兼業 活用事例

業 種 製造業（自動車部品の鋳造）

取 組 内 容 製造品質管理のDX化

経 営 課 題 作業工程上のデータを品質管理にフィードバックできていない

活 用 人 材
大手製造業にて生産現場の品質管理・情報システム等を担当，ITを活用した業務効率
化のプロ

ミッション ＩＴツールを用いた品質管理力の向上とデジタルスキルの向上

効 果 IT・IoTによる活用の基盤づくりと社員のモチベーション向上。



https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

ご清聴ありがとうございました。

ご不明な点等があれば，お気軽にお問合せください。

【お問合わせ先】 📧 syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

１ リスキリング推進企業応援プロジェクト【リスキリング支援グループ】

☎０８２－５１３－３４１４

２ イノベーション人材等育成事業補助金【人材育成グループ】

☎０８２－５１３－３４２０

３ 広島県プロフェッショナル人材戦略拠点

☎０８２－５１３－３４２８

mailto:syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

